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※平成２９年度の実績に基づき作成しています。

補助金を交付して
市が得たメリット

（何がどうなったのか）

入所者全体130名の内、市民の入所者は、平成29年度当初の87名に対して、平成30年度当初で
は6名増加となっている。
事業運営が安定することにより、当該入所者に対してのみならず、地域包括支援センターとして
の地域高齢者の支援拠点として貢献度が期待される。

平成28年度から補助金交付要綱を見直し、補助対象経費に対する5分の4に加えて、市民入所率
を乗ずることにした。また、急激な入所率の上昇による予算不足を防ぐため、基準日を前年度の
９月１日現在に変更する予定。

補助事業者の会計全体の余剰額（繰越額）

補助額の算出方法

その他参考事項

補助事業者が補助金とは別に市から委託業務を請け負っているかの有無

390,246,899

うち補助事業全体の余剰額（繰越額） 0

補助率、補助額
借地料（3,389,458円）の5分の4に対して、市民入所率（66％）を
乗じた額　　1,789,633円

補助限度額 未設定

精算の有無
（変更交付）

その理由
借地契約の継続中は借地料が固定され、また市民入
所率も申請年度の4月1日現在として固定されている

3,389,458

補助対象経費の内訳

うち補助事業全体の経費 688,735,404

補助金の使途

うち補助対象経費 3,389,458

18筆　6,036.58㎡分借地料

（1,909,000

市の補助金を使って
実施した事業の内容

当該施設の立地する土地(8,044.96㎡)のうち、個人所有となっている6,009.49㎡（18筆、所有者8
名）に対する借地料として当該事業者が所有者に対して支払っている。

補助事業者の会計全体の決算額（支出） 1,295,017,889

特定団体への補助の理由
（公募で選定しない理由）

地主に対して賃貸料を負担している本事業者の事業運営の安定化を図るため

市が補助金を交付する
公益上の必要性

（何をどうしたいのか）

特別養護老人ホームの需要はさらに高まっており、重度の要介護者と家族の最後のよりどころと
して社会的に果たす役割はきわめて大きい。本施設は、市内で始めての特別養護老人ホームと
して昭和56年に開設されて以来、現在では地域包括支援センターとしての役割も担っており地域
福祉の拠点としての位置づけも高く、その安定的な運営を支援するとともに、市内の他の特別養
護老人ホームとの負担の公平性を保つために補助を行っている。

平成27年度実績 平成28年度実績 平成29年度実績 平成30年度予算
補助金の額

（　）は一般財源の額
2,725,960 1,771,874 1,789,633 1,909,000

（2,725,960 （1,771,874 （1,789,633

犬山市社会福祉法人の助成に関する
条例施行規則

要綱
犬山市特別養護老人ホーム等運営費
補助金交付要綱

補助事業者の選定方法
（公募又は特定団体）

特定団体への補助 補助開始年度 平成8年度 補助終了年度 未設定

関係規定

補助金の交付を受けた
補助事業者の名称

社会福祉法人白寿苑 代表者名 理事長　平山哲了

社会福祉法第58条 条例
犬山市社会福祉法人の助成に関する
条例

補助金の交付状況に係る調書【平成２９年度交付分】

市の担当部課 健康福祉部長寿社会課

問い合わせ先 養護老人ﾎｰﾑ：0568-61-0193
補助金の名称 犬山市特別養護老人ホーム等運営費補助金


